
三木市建築行為等 指導要綱第7条 の規定により、緑が丘地区の第２種低層住居

専用 地域については、背後地間の外壁後退距離を1.0m以上とする。

容積率 ％

用 途略称

建ぺい率

％

略号の説明

与呂木青葉台 地区 を除く市街化 調整区 域は建ぺい率60%、容積率100%とする。
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建築基準条例 （昭和46年兵 庫県条例 第32号）第2条の2第4項の規定に基づき

「三 木中央線周 辺地区 地区 計画」の区 域については、日影規制 の対象区 域から除く。


